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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液を吸収保持する液吸収層を有するナプキン本体と、前記ナプキン本体の肌側表面に設
けられた隆起部とを有する生理用ナプキンにおいて、
　前記隆起部は液透過性の素材で形成され、ナプキン本体の肌側表面から離れて縦方向中
心線に沿って延びる頂部と、前記頂部から前記肌側表面に向かって延び且つ肌側表面に向
かうにしたがって横方向の対向間隔が徐々に広くなる一対の側壁部とを有しており、
　前記隆起部の前記頂部には縦方向に延びる中央弾性部材が設けられ、前記中央弾性部材
を挟んで両側でかつ前記中央弾性部材よりもナプキン本体に近い位置に、縦方向に延びる
側部弾性部材が設けられ、前記中央弾性部材とそれぞれの側部弾性部材との間に前記側壁
部が設けられ、
　前記中央弾性部材およびそれぞれの側部弾性部材は、前方接続点と後方接続点との間が
ナプキン本体に接合されておらず、それぞれの側部弾性部材の前方接続点は、中央弾性部
材の前方接続点よりも後方に位置し、それぞれの側部弾性部材の後方接続点は、中央弾性
部材の後方接続点よりも前方に位置しており、
　前記中央弾性部材の前方接続点と後方接続点との間、および前記それぞれの側部弾性部
材の前方接続点と後方接続点との間で、前記中央弾性部材およびそれぞれの側部弾性部材
の張力により、前記ナプキン本体が、その前端と後端が接近して肌側表面が凹状となるよ
うに変形するとともに、前記隆起部も前記ナプキン本体に追従して変形可能であり、
　前記頂部と前記側壁部とが剛性差を有し、前記側壁部と側壁部との間には空間が形成さ
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れているとともに、両側壁部が接近方向へ変形可能とされていることを特徴とする生理用
ナプキン。
【請求項２】
　前記側壁部は、前記頂部から肌側表面に向かうにしたがって横方向の対向間隔が徐々に
広くなり、さらに前記肌側表面に向かうにしたがって横方向の対向間隔が徐々に狭くなる
請求項１記載の生理用ナプキン。
【請求項３】
　前記隆起部に対して、横方向から１０ｃｍ×１０ｃｍ当たり２Ｋｇの荷重を与え、前記
側壁部が互いに密着するように３０秒間圧縮し、前記荷重を除去したときの、前記側壁部
どうしの対向角度が２０度以上に回復する請求項１または２記載の生理用ナプキン。
【請求項４】
　前記中央弾性部材の弾性張力が、個々の前記側部弾性部材の弾性張力よりも大きい請求
項１ないし３のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【請求項５】
　前記隆起部は、頂部に沿って融着部または圧縮部あるいは切り込み部が形成されて、頂
部と側壁部との間に剛性差が形成されている請求項１ないし４のいずれかに記載の生理用
ナプキン。
【請求項６】
　前記ナプキン本体に外力を与えていない自由状態において、前記膣対向部よりも後方に
おいて、前記肌側表面からの前記隆起部の立ち上がり寸法が最大になる請求項１ないし５
のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナプキン本体の肌側表面に隆起部が設けられた生理用ナプキンに係り、特に
膣口や肛門または臀裂部などに隆起部が密着しやすく、経血の洩れを防止する効果を発揮
しやすい生理用ナプキンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキンには、液吸収層を有するナプキン本体と、ナプキン本体の肌側表面に隆
起する隆起部とが設けられたものが存在している。
【０００３】
　以下の特許文献１に記載の生理用ナプキンは、液吸収層とこの液吸収層の肌側表面に設
けられた表面シートとを有しており、液吸収層と表面シートとの間に、吸収体と補強部材
とが介在している。そして、表面シートと前記吸収体および前記補強部材とによって、断
面がほぼ三角形の隆起部が形成されている。
【０００４】
　特許文献２に記載の吸収性製品は、表面材とバックシートとの間に吸収体が挟まれて構
成されている。この吸収性製品は、後方部分に折曲部が設けられ、折曲部が凸状に変形し
て身体の臀裂部内に入り込みやすくなるというものである。前記折曲部は、吸収体の表面
にエンボス等を設けることなどにより形成されており、あるいは表面材を２つ折りするこ
とにより形成されている。そして折曲部に弾性部材などを設けることにより、吸収体や表
面材そのものが凸状に変形しやすくなっている。
【０００５】
　特許文献３に記載の生理用ナプキンは、ナプキン本体の肌側表面に、液透過性シートで
形成された立体壁が設けられており、この立体壁は断面がＴ字形状である。前記立体壁に
は、縦方向への収縮力を発揮する弾性部材が設けられており、この弾性部材によってナプ
キン本体の前縁部と後縁部とを接近させる力が作用し、ナプキン本体が湾曲することで、
前記立体壁がナプキン本体の肌側表面から立ち上がるようになっている。
【特許文献１】特表２００１－５０４７２７号公報
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【特許文献２】特開２００２－３０１０９７号公報
【特許文献３】特開２００２－３２０６３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の生理用ナプキンの隆起部は、液吸収層と表面シートとの間に、吸収
体と補強部材とが介在したものであるため、隆起部を、その両側壁部の間隔を狭めるよう
に変形させるのが難しい。そのため、隆起部を肛門や臀裂部などのように開口角度が小さ
く且つ深い溝を有する部位に対向させたときに、この隆起部が前記溝内に入り難い。その
ため、前記溝と隆起部との間に隙間が形成されやすく、例えば就寝時などにおいて、経血
が肛門や臀裂部内を伝わって後方へ漏れやすい。また、隆起部の内部に吸収体と補強部材
とが介在しているため、生理用ナプキンが、前端と後端とが接近して肌側表面が凹状にな
るように変形しづらい。そのため、股間部に装着したときに違和感を与えやすく、また生
理用ナプキンの後方部分と身体との間に隙間が形成されやすい。
【０００７】
　特許文献２に記載のものは、吸収性製品の後方部分に折曲部を設けて臀裂部などに入り
込みやすくしたものであるが、前記折曲部が吸収体により形成されているものであると、
折曲部を鋭角の形状で隆起させるのが困難であり、折曲部が臀裂部などの狭い隙間内に入
り難い。また、折曲部が表面材を２つ折りにして形成されたものであると、折曲部に対す
る横方向からの加圧力に対して復元力を発揮しにくい。そのため、臀裂部での体の動きに
対して折曲部が追従し難く、その結果、臀裂部と折曲部とを常に密着させるのが難しい。
【０００８】
　次に、特許文献３に記載のものは、立体壁が断面Ｔ字形状であるため、立体壁を構成す
る液透過性シートを膣口に密着させやすい点で優れているが、立体壁がＴ字形状であるた
め、立体壁の中央部分を肛門や臀裂部などのように開口角度が小さくしかも深い溝内に密
着させるのが困難である。
【０００９】
　本発明は、前記従来の課題を解決するものであり、隆起部に設けられた所定の角度で対
向する側壁部を、自由に変形できるようにして、隆起部を、身体の浅い凹部や深い溝など
に追従して密着しやすくした生理用ナプキンを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、液を吸収保持する液吸収層を有するナプキン本体と、前記ナプキン本体の肌
側表面に設けられた隆起部とを有する生理用ナプキンにおいて、
　前記隆起部は、液透過性の素材で形成され、ナプキン本体の肌側表面から離れて縦方向
中心線に沿って延びる頂部と、前記頂部から前記肌側表面に向かって延び且つ肌側表面に
向かうにしたがって横方向の対向間隔が徐々に広くなる一対の側壁部とを有しており、
　前記隆起部の前記頂部には縦方向に延びる中央弾性部材が設けられ、前記中央弾性部材
を挟んで両側でかつ前記中央弾性部材よりもナプキン本体に近い位置に、縦方向に延びる
側部弾性部材が設けられ、前記中央弾性部材とそれぞれの側部弾性部材との間に前記側壁
部が設けられ、
　前記中央弾性部材およびそれぞれの側部弾性部材は、前方接続点と後方接続点との間が
ナプキン本体に接合されておらず、それぞれの側部弾性部材の前方接続点は、中央弾性部
材の前方接続点よりも後方に位置し、それぞれの側部弾性部材の後方接続点は、中央弾性
部材の後方接続点よりも前方に位置しており、
　前記中央弾性部材の前方接続点と後方接続点との間、および前記それぞれの側部弾性部
材の前方接続点と後方接続点との間で、前記中央弾性部材およびそれぞれの側部弾性部材
の張力により、前記ナプキン本体が、その前端と後端が接近して肌側表面が凹状となるよ
うに変形するとともに、前記隆起部も前記ナプキン本体に追従して変形可能であり、
　前記頂部と前記側壁部とが剛性差を有し、前記側壁部と側壁部との間には空間が形成さ
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れているとともに、両側壁部が接近方向へ変形可能とされていることを特徴とするもので
ある。
【００１１】
　本発明は、例えば、前記側壁部が、前記頂部から肌側表面に向かうにしたがって横方向
の対向間隔が徐々に広くなり、さらに前記肌側表面に向かうにしたがって横方向の対向間
隔が徐々に狭くなるものとして構成できる。
【００１２】
　本発明の生理用ナプキンは、ナプキン本体の肌側表面に隆起部が設けられ、隆起部は、
頂部と側壁部との間に剛性差を有して、側壁部が所定の角度を維持できるようになってい
る。よって、隆起部が変形したときの回復性に優れており、身体の凹部や溝の形状に対応
して変形しやすい。また、両側壁部は内部に空間を有して互いに接近するように変形可能
であるため、隆起部が臀裂部などのような深い溝内に入りやすい。
【００１３】
　本発明は、好ましくは、前記隆起部に対して、横方向から１０ｃｍ×１０ｃｍ当たり２
Ｋｇの荷重を与え、前記側壁部が互いに密着するように３０秒間圧縮し、前記荷重を除去
したときの、前記側壁部どうしの対向角度が２０度以上に回復するものである。
【００１４】
　隆起部は横からの荷重により変形した後に横方向へ復元しやすいため、臀裂部の溝内な
どに入り込んだ状態で、側壁部が溝内の肌に密着しやすくなる。
【００１６】
　隆起部は内部に空間を有する構造であるため、ナプキン本体が凹状に変形する際にその
変形に追従しやすく、隆起部が股間部において膣口、肛門、臀裂部などのように各個所に
確実に密着できるようになる。
【００１８】
　中央弾性部材を有しているため、隆起部の頂部の剛性を高くでき、この頂部が臀裂部な
どの深い溝内に入り込みやすくなる。
【００２０】
　中央弾性部材と側部弾性部材とが設けられているため、側壁部の位置が安定し、しかも
中央弾性部材と側部弾性部材の変形に前記側壁部が追従して、隆起部が、膣口、肛門、臀
裂部などの形状に追従して変形しやすくなる。
【００２２】
　また、中央弾性部材と側部弾性部材の前方接続点と後方接続点の位置が前記のように設
定されているので、中央弾性部材をナプキン本体の肌側表面から離れた位置に設定し、側
部弾性部材を、中央弾性部材と前記肌側表面との間の高さ位置に設定して、両側壁部を所
定の角度で傾斜させることができ、しかも両側壁部を身体の形状に追従して変形させるこ
とが可能となる。
【００２３】
　また、本発明は、前記中央弾性部材の弾性張力が、個々の前記側部弾性部材の弾性張力
よりも大きいものであってもよい。
【００２４】
　このように構成すると、中央弾性部材と側部弾性部材との間に位置する側壁部が、所定
の角度で拡開した拡開部となりやすく、さらに中央弾性部材が設けられた頂部が臀裂部内
に入り込みやすくなる。
【００２５】
　また本発明は、前記隆起部は、頂部に沿って融着部または圧縮部あるいは切り込み部が
形成されて、頂部と側壁部との間に剛性差が形成されているものであってもよい。
【００２７】
　さらに本発明は、前記ナプキン本体に外力を与えていない自由状態において、前記膣対
向部よりも後方において、前記肌側表面からの前記隆起部の立ち上がり寸法が最大になる
ことが好ましい。
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【００２８】
　隆起部の立ち上がり寸法の最大位置を前記のように設定すると、隆起部の前方部分が膣
口や肛門に密着しやすく、しかも後方部分が臀裂部の深い溝内に入りやすくなる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明は、隆起部に設けられた頂部から連続する側壁部により所定の角度の拡開部が形
成される。この拡開部は、横方向からの圧縮に対する回復性に優れているため、隆起部が
身体の種々の形状に追従して身体に密着しやすくなる。また、隆起部は臀裂部の深い溝内
に入り込んで溝を形成している肌にも密着しやすくなる。その結果、経血の横漏れや後方
への漏れが生じ難くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　図１は本発明の第１の実施の形態の生理用ナプキンを示すものであり、外力が作用して
いない自由状態を示す斜視図である。図２は、前記生理用ナプキンを平坦な状態に展開し
た状態を示す平面図である。図３は図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図、図４は図１のＩＶ
－ＩＶ線の断面図である。図５は身体の股間部から臀部にかけて生理用ナプキンが設置さ
れた状態を模式的に示す断面図、図６は図５のＶＩ－ＶＩ線の断面図である。
【００３１】
　以下においては、生理用ナプキン１を構成する各要素の２つの表面のうち、身体に向く
表面を「肌側表面」と呼び、反対側の表面を「着衣側表面」と呼ぶ。また、生理用ナプキ
ンの長手方向を「縦方向」と呼び、前記縦方向と直交する方向を「横方向」と呼ぶ。各要
素の寸法は、特に明記しない限り、縦方向に測定した寸法を「長さ寸法」とし、前記横方
向に測定した寸法を「幅寸法」と呼ぶ。
【００３２】
　第１の実施の形態の生理用ナプキン１は、ナプキン本体２と、ナプキン本体２の肌側表
面に位置して隆起部を形成する表面構成要素３とを有している。
【００３３】
　図３と図４に示すように、前記ナプキン本体２は、着衣側表面に位置する液遮断性の裏
面シート２１と、その上に設置された液吸収層２２と、前記液吸収層２２を覆う液透過性
の表面シート２３とを有しているが、前記表面構成要素３は前記表面シート２３の一部に
よって構成されている。
【００３４】
　図２に示すように、ナプキン本体２は、曲線形状の前縁部４と同じく曲線形状の後縁部
５を有している。ナプキン本体２は、その長さ寸法Ｌ１が２８０～４５０ｍｍの縦長形状
である。前記液吸収層２２も縦長形状であり、この液吸収層２２は、前記前縁部４よりも
やや後方に位置する曲線形状の前端部２２ａおよび、前記後縁部５よりもやや前方に位置
する曲線形状の後端部２２ｂを有している。また液吸収層２２の左右両側端部２２ｃ，２
２ｃは、縦方向中心線Ｏｙと平行な直線形状である。ただし、液吸収層２２の左右両側端
部２２ｃ，２２ｃの形状は前記実施の形態に限られるものではない。
【００３５】
　ナプキン本体２の両側部の形状は、前方において、前記液吸収層２２の両側端部２２ｃ
，２２ｃよりも左右両側に突出した前方フラップ部６，６と、前記前方フラップ部６，６
よりも後方において左右両側に突出した折り返しフラップ部７，７と、前記折り返しフラ
ップ部７，７よりもさらに後方において、左右両側に突出した後方フラップ部８，８とを
有している。前記前方フラップ部６，６と折り返しフラップ部７，７および後方フラップ
部８，８では、裏面シート２１と液遮断性の側部シート２４とが重ねられてホットメルト
型接着剤により互いに接着されている。
【００３６】
　横方向の両側に位置する前記側部シート２４，２４の対向縁部２４ａ，２４ａは、前記
液吸収層２２の両側端部２２ｃ，２２ｃよりも内側（縦方向中心線Ｏｙに近い側）に位置
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している。図３と図４に示すように、液吸収層２２の両側部分は、その肌側表面が前記表
面シート２３で覆われ、さらにその表面が前記側部シート２４，２４で覆われている。前
記側部シート２４，２４の対向縁部２４ａと対向縁部２４ａとで挟まれた領域には、液透
過性の前記表面シート２３が現れており、この領域で且つ液吸収層２２が設けられている
部分が主な液吸収領域となっている。
【００３７】
　図２に示すＸ１は、膣対向基準線であり、この膣対向基準線Ｘ１は、ナプキン本体２の
前縁部４から後方へ１００～２００ｍｍの範囲で、好ましくは前縁部４から後方へ１００
～１４０ｍｍの範囲に位置しており、例えば前記前縁部４から後方へ約１２０ｍｍ離れて
位置している。
【００３８】
　ここで言う膣対向基準線Ｘ１とは、この生理用ナプキン１を下着に固着させて股間部に
装着するときに、ほぼ膣の中心に一致させる目安となる位置を意味している。この目安は
、生理用ナプキンを肌側表面から見たときの全体形状や、肌側表面に形成されている圧縮
線の形状などの全体のデザインによって誘導するものであるが、この実施の形態のように
左右両側に突出する折り返しフラップ部７，７が存在しているときには、通常はこの折り
返しフラップ部７，７の縦方向寸法の中心位置が膣口の中心部に対向させる目安となる。
この実施の形態では、折り返しフラップ部７，７の中心を通る線を前記膣対向基準線Ｘ１
としている。
【００３９】
　図２に示すＸ２は、肛門対向基準線であり、前記膣対向基準線Ｘ１を膣口の中心位置に
一致させたときに、前記肛門対向基準線Ｘ２が肛門に対向する。この肛門対向基準線Ｘ２
は、着用者の身体によって相違するが、通常は前記膣対向基準線Ｘ１から後方へ距離Ｌ２
＝３０～７０ｍｍだけ離れた位置にある。
【００４０】
　図２に示すＸ３は、尾てい骨対向基準線である。前記膣対向基準線Ｘ１を膣口の中心位
置に一致させたときに、前記尾てい骨対向基準線Ｘ３が、尾てい骨に対向する。この尾て
い骨対向基準線Ｘ３は、着用者の身体によって相違するが、通常は前記膣対向基準線Ｘ１
から後方へ距離Ｌ３＝１２０～１８０ｍｍ離れた位置にある。例えば、尾てい骨対向基準
線Ｘ３は、前縁部４から後方に３３０ｍｍの位置であり、膣対向基準線Ｘ１から後方へ１
７５ｍｍ離れた位置に設定される。前記ナプキン本体２の後縁部５および前記液吸収層２
２の後端部２２ｂは、前記尾てい骨対向基準線Ｘ３よりもさらに後方に位置している。
【００４１】
　前記ナプキン本体２は、前記膣対向基準線Ｘ１と前記尾てい骨対向基準線Ｘ３との間の
領域が、膣口と肛門さらには臀裂部に対向する。本明細書では、女性の身体のうちの膣口
の前方位置から尾てい骨付近にかけての窪みを身体の凹部または溝と呼び、肛門から前記
尾てい骨にかけての溝を臀裂と呼ぶ。前記臀裂に対向する部分の長さ寸法は、５０～１５
０ｍｍの範囲である。
【００４２】
　前記ナプキン本体２を構成している前記裏面シート２１は、坪量が２３ｇ／ｍ２程度の
ポリエチレン樹脂などのフィルムであり、好ましくは透湿性のものが使用される。前記液
吸収層２２は、粉砕パルプと高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）とが混合され、さらに親水性の
ティッシュペーパ（目付け１８ｇ／ｍ２）で包まれている。粉砕パルプの目付けは４００
ｇ／ｍ２程度であり、ＳＡＰの目付けは１２ｇ／ｍ２程度である。前記側部シート２４は
、芯部がポリプロピレンで鞘部がポリエチレンの芯鞘型複合合成繊維で形成されたスパン
ボンド不織布である。
【００４３】
　前記表面シート２３は、第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過性シート２３ｂと
が重ねられて構成されている。前記第１の液透過性シート２３ａと前記第２の液透過性シ
ート２３ｂは、それぞれ目付けが２５ｇ／ｍ２程度のスルーエア不織布である。このスル
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ーエア不織布を構成する繊維は、芯部がポリエチレンテレフタレート樹脂で、鞘部がポリ
エチレン樹脂の芯鞘型の複合合成繊維であり、前記芯部に酸化チタンなどの無機フィラー
が混入されたものが使用される。前記第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過性シー
ト２３ｂは、親水性油剤をコーティングした親水性の繊維が８０％と、撥水性の油剤をコ
ーティングした撥水性繊維２０％とが混綿されたもので形成されている。
【００４４】
　前記第１の液透過性シート２３ａと前記第２の液透過性シート２３ｂは、液の透過を妨
げない程度の坪量（例えば２ｇ／ｍ２）で塗工されたホットメルト型接着剤によって互い
に離れないように接着されている。
【００４５】
　前記表面シート２３を構成する前記液透過性シートは、スルーエア不織布に限られず、
ポイントボンド不織布、スパンレース不織布あるいはスパンボンド不織布などであっても
よいが、液の透過性を良好にするために繊維密度は０．１２ｇ／ｃｍ３以下で目付けが１
５～６０ｇ／ｍ２であることが好ましい。前記液透過性シートは多数の液透過孔が形成さ
れた樹脂フィルムで形成することもでき、または第１の液透過性シート２３ａを液透過孔
を有する前記樹脂フィルムで形成し、第２の液透過性シート２３ｂを、スルーエアなどの
不織布で形成してもよい。また、表面シート２３にドット状のエンボス加工を施したり、
表面シート２３を波状の賦形してもよい。
【００４６】
　図３と図４に示すように、縦方向中心線Ｏｙの左右両側に等距離を空けた位置に、縦方
向に並行に延びる接合境界線３７，３７が設けられている。この接合境界線３７，３７よ
りも左右両外側では、前記表面シート２３が、液吸収層２２の肌側表面に接着されている
。そして、接合境界線３７と接合境界線３７との間に位置する表面シート２３が、液吸収
層２２の肌側表面から離れ、この部分の表面シート２３によって、前記表面構成要素３が
形成されている。
【００４７】
　図２は、生理用ナプキン１の裏面シート２１が平面状となるように展開した状態を示し
ている。このとき、表面シート２３で形成されている前記表面構成要素３は、図３に示す
ように、ナプキン本体２の表面において、縦方向に向けて帯状に延びるように折り畳まれ
た状態となる。
【００４８】
　前記表面構成要素３では、第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過性シート２３ｂ
との間に、２本の中央弾性部材３４が横方向にわずかに間隔を開けて、縦方向中心線Ｏｙ
に沿って設けられている。それぞれの中央弾性部材３４は、第１の液透過性シート２３ａ
と第２の液透過性シート２３ｂとにホットメルト型接着剤などで接合されている。図２で
は、図示の都合上、２本の中央弾性部材３４を一体のものとして図示している。中央弾性
部材３４は、前端部３４ｃとそれよりも後方に位置する前方接続点３４ａとの間の部分が
、表面シート２３と共に、ナプキン本体２の肌側表面にホットメルト型接着剤などによっ
て接合されている。また、中央弾性部材３４は、後端部３４ｄとそれよりも前方に位置す
る後方接続点３４ｂとの間の部分が、表面シート２３と共に、ナプキン本体２の肌側表面
にホットメルト型接着剤などによって接合されている。
【００４９】
　図２と図３に示すように、表面構成要素３がナプキン本体２の肌側表面に折り畳まれた
ときの折り縁部３ａ，３ａとなる部分では、第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過
性シート２３ｂとの間に、側部弾性部材３５が挟まれてホットメルト型接着剤などで接合
されている。表面構成要素３が折り畳まれた状態において、側部弾性部材３５，３５は、
中央弾性部材３４の左右両側に等距離離れて位置し、且つ側部弾性部材３５，３５は中央
弾性部材３４と平行に延びている。
【００５０】
　それぞれの側部弾性部材３５は、前端部３５ｃとそれよりも後方に位置する前方接続点
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３５ａとの間の部分が、表面シート２３と共に、ナプキン本体２の肌側表面にホットメル
ト型接着剤などで接合されている。また、それぞれの側部弾性部材３５は、後端部３５ｄ
とそれよりも前方に位置する後方接続点３５ｂとの間の部分が、ナプキン本体２の肌側表
面に接合されている。
【００５１】
　それぞれの側部弾性部材３５の前方接続点３５ａは、中央弾性部材３４の前方接続点３
４ａよりも後方に位置し、それぞれの側部弾性部材３５の後方接続点３５ｂは、中央弾性
部材３４の後方接続点３４ｂよりも前方に位置している。
【００５２】
　生理用ナプキン１に対する外力が作用していないときには、中央弾性部材３４の弾性張
力が、前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの間で作用し、前方接続点３４ａと後方接
続点３４ｂとが互いに接近するように引き付けられる。また、それぞれの側部弾性部材３
５の弾性張力が、前方接続点３５ａと後方接続点３５ｂとの間で作用し、前方接続点３５
ａと後方接続点３５ｂとが互いに接近するように引き付けられる。
【００５３】
　その結果、図１に示すように、ナプキン本体２は肌側表面が凹状となるように変形させ
られる。また、中央弾性部材３４の前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの間の長さＬ
ａの部分、および側部弾性部材３５の前方接続点３５ａと後方接続点３５ｂとの間の長さ
Ｌｂの部分が、表面ナプキン本体２の肌側表面から離れる。また、中央弾性部材３４の前
方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの間、および側部弾性部材３５の前方接続点３５ａ
と後方接続点３５ｂとの間において、表面構成要素３を構成する表面シート２３が、ナプ
キン本体２の肌側表面から離れるように立ち上がって、内部が空間（空洞）となる隆起部
３１が形成される。
【００５４】
　中央弾性部材３４の前方接続点３４ａよりも前方では、図３に示すように、表面構成要
素３を構成する表面シート２３が折り畳まれた状態で、ナプキン本体２の肌側表面に接合
されて前方扁平部３２が形成されており、中央弾性部材３４の後方接続点３４ｂよりも後
方では、表面構成要素３を構成する表面シート２３が折り畳まれた状態で、ナプキン本体
２の肌側表面に接合されて後方扁平部３３が形成されている。図３では、前方扁平部３２
の折り縁部３ａと折り縁部３ａとの間の幅寸法がＷ１で示されている。
【００５５】
　図４に示すように、前記隆起部３１の形状は、中央弾性部材３４，３４が設けられてい
る部分が、ナプキン本体２の肌側表面から最も離れた位置となる頂部３１ａとなり、この
頂部３１ａは、縦方向中心線Ｏｙに沿って延びている。
【００５６】
　隆起部３１では、前記側部弾性部材３５，３５が、中央弾性部材３４よりも、ナプキン
本体２の肌側表面に近い高さに位置している。そして隆起部３１は、中央弾性部材３４が
位置する頂部３１ａとそれぞれの側部弾性部材３５，３５との間に、前記表面シート２３
で形成された上方側壁部３１ｂ，３１ｂが位置している。上方側壁部３１ｂ，３１ｂは、
頂部３１ａからナプキン本体２の肌側表面に向かって延びており、上方側壁部３１ｂと上
方側壁部３１ｂとの横方向の間隔は、ナプキン本体２の肌側表面に向かうにしたがって徐
々に広くなっている。前記上方側壁部３１ｂと上方側壁部３１ｂは、その対向角度がθと
なる傾斜側壁面となっており、前記頂部３１ａおよび両上方側壁部３１ｂ，３１ｂによっ
て、隆起部３１の拡開部が形成されている。なお、対向角度θは、各上方側壁部３１ｂ，
３１ｂの外表面の開き角度を意味する。
【００５７】
　前記隆起部３１は、それぞれの側部弾性部材３５，３５と前記接合境界線３７，３７と
の間に、表面シート２３によって下方側壁部３１ｃ，３１ｃが形成されている。図４に示
すように、下方側壁部３１ｃ，３１ｃは、その対向間隔が、ナプキン本体２の肌側表面に
向かうにしたがって徐々に狭くなるように傾斜している。
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【００５８】
　図１と図２に示すように、中央弾性部材３４の前方接続点３４ａが、隆起部３１の前方
の立ち上がり起点となり、中央弾性部材３４の後方接続点３４ｂが、隆起部３１の後方の
立ち上がり起点となる。前方接続点３４ａは、ナプキン本体２の膣対向基準線Ｘ１よりも
前方に位置し、後方接続点３４ｂは、尾てい骨対向基準線Ｘ３と同じ位置、またはそれよ
りもやや前方に位置している。そして、隆起部３１は、前方接続点３４ａと後方接続点３
４ｂとの間の長さＬａの範囲に形成されている。
【００５９】
　隆起部３１は、女性の膣口または膣口よりも前方部分から肛門を経て臀裂部に対向でき
るように形成されている。ナプキン本体２の肌側表面から隆起部３１の頂部３１ａまでの
立ち上がり高さは、前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの中間点付近で最も大きくな
る。隆起部３１の立ち上がり高さ寸法が最大となる部分は、膣対向基準線Ｘ１よりも後方
に位置しており、好ましくは肛門対向基準線Ｘ２の前方１０ｍｍから後方１０ｍｍまでの
範囲内に位置している。
【００６０】
　また、前方接続点３４ａは、肛門対向基準線Ｘ２よりも前方に３５～１５０ｍｍの範囲
に位置していることが好ましく、後方接続点３４ｂは、肛門対向基準線Ｘ２よりも後方に
３５～１５０ｍｍの範囲に位置していることが好ましい。したがって、隆起部３１の長さ
寸法Ｌａは、７０～３００ｍｍの範囲である。長さ寸法Ｌａが７０ｍｍ未満であると、隆
起部３１をナプキン本体２の肌側表面から十分な高さで立ち上がらせることが難しくなり
、３００ｍｍを越えると、隆起部３１の立ち上がり寸法が過剰になり、身体に違和感を与
えやすくなる。
【００６１】
　中央弾性部材３４および側部弾性部材３５は糸状であり、例えば繊度が４２０～１００
００ｄｔｅｘ、好ましくは１８００～８０００ｄｔｅｘのポリウレタン弾性糸である。あ
るいは天然ゴムや合成ゴムで形成された糸ゴムなどであってもよい。また、中央弾性部材
３４と側部弾性部材３５として、細い弾性糸を束ねたり縒ったものを使用することができ
、この場合、個々の弾性部材は、細い弾性糸の繊度の合計が前記範囲内にあればよい。中
央弾性部材３４は、前記前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの間で、縦方向に１．２
倍以上、好ましくは１．５倍以上伸ばされた状態で前記第１の液透過性シート２３ａと第
２の液透過性シート２３ｂとの間に接着固定されている。同様に、側部弾性部材３５，３
５も、先方接続点３５ａと後方接続点３５ｂとの間で、縦方向に１．２倍以上、好ましく
は１．５倍以上伸ばされた状態で前記第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過性シー
ト２３ｂとの間に接着固定されている。
【００６２】
　前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの間における中央弾性部材３４の張力と、前方
接続点３５ａと後方接続点３５ｂとの間におけるそれぞれの側部弾性部材３５の張力は同
じであり、例えば図２に示すように生理用ナプキン１を平坦な状態としたときに、個々の
弾性部材の前記弾性張力は０．１～５．０Ｎ程度が好ましい。前記範囲未満であると自由
状態の生理用ナプキン１を図１に示すような湾曲形状にできず、前記範囲を越えると、身
体に違和感を与える恐れがある。例えば、生理用ナプキン１が平坦な状態において、中央
弾性部材３４および側部弾性部材３５の張力は、それぞれ０．８Ｎ程度である。また、図
７に示すように、ナプキン本体２の裏面シート２１を、半径Ｒ＝１１０ｍｍの円筒面に設
置したときの、前記中央弾性部材３４と側部弾性部材３５の張力は０．６Ｎ程度である。
【００６３】
　または、中央弾性部材３４の弾性張力が、それぞれの側部弾性部材３５の弾性張力より
も大きくなるように設定されていてもよい。中央弾性部材３４の弾性張力をそれぞれの側
部弾性部材３５よりも強くしておくと、図４に示すように、上方側壁部３１ｂと上方側壁
部３１ｂとが傾斜壁となって拡開部を形成しやすく、また中央弾性部材３４を有する頂部
３１ａが臀裂部内へ入り込みやすくなる。
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【００６４】
　表面構成要素３が折り畳まれている状態での折り縁部３ａと折り縁部３ａとの幅寸法（
前方扁平部３２と後方扁平部３３の幅寸法）Ｗ１は、１０～６０ｍｍの範囲である。
【００６５】
　図１と図２に示すように、ナプキン本体２の肌側表面には、前記表面シート２３と液吸
収層２２を一緒に圧縮して加熱した圧縮部が設けられている。この圧縮部は、主圧縮線４
１を形成しており、この主圧縮線４１は、中央弾性部材３４の前方接続点３４ａと同じ位
置あるいはそれよりもやや前方位置から、後方接続点３４ｂと同じ位置またはそれよりも
やや後方の位置まで連続して形成されている。また、前記主圧縮線４１よりも前方には、
前方圧縮線４２が設けられている。
【００６６】
　図２に示すように、前記主圧縮線４１は、前方に前方横断部４１ａを有し、後方に後方
横断部４１ｂを有して、液吸収層２２を有する領域を囲む縦長の領域を形成している。前
記主圧縮線４１は剛性付与要素として機能し、この主圧縮線４１を設けることによって、
ナプキン本体２が、中央弾性部材３４および側部弾性部材３５の弾性収縮力に対抗する剛
性を得ることができる。よって、中央弾性部材３４および側部弾性部材３５の張力が作用
したときに、ナプキン本体２に折れが発生しにくくなり、前方接続点３４ａと後方接続点
３４ｂとの間において、ナプキン本体２が、縦方向に曲率を有するような湾曲状態を維持
しやすくなる。
【００６７】
　図３および図４に示すように、前記主圧縮線４１は、高圧縮部４３と低圧縮部４４とが
縦方向に交互に繰り返して形成されており、それぞれの高圧縮部４３は、肌側表面から裏
面シート２１に向けて窪むように凹状に形成されている。前記高圧縮部４３では、前記液
吸収層２２の密度が液吸収領域の２倍以上で好ましくは５倍以上となるように加圧されて
おり、低圧縮部４４は、前記高圧縮部４３よりも低密度であるが、液吸収層２２の密度が
前記液吸収領域の１．５倍以上に加圧され、好ましくは２倍以上に加圧されている。
【００６８】
　図３と図４に示すように、ナプキン本体２では、前記裏面シート２１の着衣側表面に、
下着に固着させるための感圧接着剤層１１が設けられている。前記感圧接着剤層１１は、
縦方向中心線Ｏｙの左右両側において前記縦方向中心線Ｏｙと並行に設けられている。前
記感圧接着剤層１１は帯状で且つナプキン本体２の全長に渡って設けられている。
【００６９】
　また、図示省略するが、前記折り返しフラップ部７，７が形成されている領域、および
前記後方フラップ部８，８が形成されている領域においても、前記裏面シート２１の着衣
側表面に感圧接着剤層が設けられている。
【００７０】
　図７に示す測定治具６０は、半径Ｒ＝１１０ｍｍの凹状の円筒面６１を有している。半
径Ｒ＝１１０ｍｍは、年齢２７歳、身長１６８ｃｍ、体重５６ｋｇ、ＢＭＩが１９．８の
成人女性の股間部から臀部までの前後方向の湾曲形状の各個所の曲率半径の平均値にほぼ
相当している。なお、ＢＭＩとは、（体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）２）で求められた数値で
ある。
【００７１】
　生理用ナプキン１をその長手方向が円筒面６１の湾曲方向（曲率方向）へ向くようにし
て、前記感圧接着剤層１１によって着衣側表面を前記円筒面６１に接着固定する。このと
きの、ナプキン本体２の肌側表面から隆起部３１の頂部３１ａまでの高さ寸法（円筒面６
１の半径方向へ向かって測定した寸法）の最大値Ｈｍａｘは、１０～６０ｍｍであり、好
ましくは１５～４０ｍｍである。
【００７２】
　図８は、前記成人女性の股間部を示した模式図である。股間部での身体の溝は、立ち姿
勢と仰向け姿勢の双方において、肌どうしが密着している会合部（ｂ）と、肌どうしが身
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体の外方に向けて徐々に広くなる非会合部（ａ）とを有している。前記成人女性の股間部
は、膣口の前方位置を起点として肛門から後方へ８０ｍｍ離れた位置までの範囲で、非会
合部（ａ）の深さが、立ち姿勢でほぼ１０～２５ｍｍであり、仰向け姿勢でほぼ５～２０
ｍｍであった。前記非会合部（ａ）および会合部（ｂ）の深さは、肛門付近からそれより
も２５ｍｍ後方へ離れた位置までの間で最大になるが、この最大となる部分での非会合部
（ａ）と会合部（ｂ）の深さの合計は３５ｍｍ～４５ｍｍ程度であった。
【００７３】
　したがって、隆起部３１の高さ寸法の最大値Ｈｍａｘが、１０～６０ｍｍであり、好ま
しくは１５～４０ｍｍであれば、立ち姿勢と仰向け姿勢の双方において、隆起部３１を膣
口と肛門さらには臀裂部におけるそれぞれの非会合部（ａ）に密着させやすくなる。また
前記最大値Ｈｍａｘを１０ｍｍを越えるものにすれば、隆起部３１の頂部３１ａを会合部
（ｂ）内に介入させることも可能となる。
【００７４】
　次に測定器として、円筒面６１の半径方向へ直進する押圧子６２を用いた。この押圧子
６２は、押圧側の表面が直径３０ｍｍの平坦な円形面である。前記隆起部３１のナプキン
本体２の肌側表面からの立ち上がり高さ寸法が最大値Ｈｍａｘとなる箇所を、前記押圧子
６２によって円筒面６１の半径方向へ向けて直線的に速度２０ｍｍ／ｍｉｎで押圧する。
【００７５】
　前記隆起部３１を、ナプキン本体２の肌側表面からの高さが１０ｍｍとなるまで押し込
むのに要する力は、０．１～５Ｎの範囲であることが好ましく、さらに好ましくは０．３
～２．０Ｎの範囲である。前記のように非会合部（ａ）の深さ寸法は最低で１０ｍｍ程度
であるため、生理用ナプキン１を身体に装着したときに、隆起部３１が、ナプキン本体２
の肌側表面からの高さが１０ｍｍとなるまで押し込まれることがある。このときに要する
力が前記範囲であれば、隆起部３１が股間部に違和感を与えにくくなる。
【００７６】
　また、隆起部３１の頂部３１ａを、無荷重状態のときを起点として円筒面６１に対して
垂直に１５ｍｍ押し込むのに要する力が０．３Ｎ以上であると、隆起部３１の頂部３１ａ
を、会合部（ｂ）内に入り込ませやすくなる。
【００７７】
　図４に示すように、隆起部３１の頂部３１ａの幅寸法Ｗ２は１～３ｍｍの範囲であるこ
とが好ましい。なお、幅寸法Ｗ２の測定個所は、中央弾性部材３４が設けられている部分
での隆起部３１の幅寸法である。頂部３１ａの幅寸法が前記範囲内であると、隆起部３１
の頂部が非会合部（ａ）ならびに会合部（ｂ）内に入り込みやすくなる。
【００７８】
　前記成人女性を被験者として、非会合部（ａ）の開き角度αを測定した。前記角度は、
非会合部（ａ）と会合部（ｂ）との境界点を始点とし、非会合部（ａ）の肌の開き幅寸法
が１５ｍｍとなる位置において肌表面を通る仮想線（図８において破線で表示）を設定し
たときの前記仮想線の開き角度である。
【００７９】
　前記開き角度αは、膣口の中心で約１００度、肛門付近で約２５～３５度、臀裂部で４
０～６０度程度である。したがって、Ｈｍａｘが最大となる個所において、図４に示す上
方側壁部３１ｂと上方側壁部３１ｂとの対向角度θが２０度以上、好ましくは３０度以上
であれば、隆起部３１の前記上方側壁部３１ｂが非会合部（ａ）の両側の肌表面に密着し
やすくなる。また、隆起部３１が非会合部（ａ）内に入り込んだ状態で、隆起部３１がさ
らにナプキン本体２の肌側表面に向けて圧迫されることにより、さらに上方側壁部３１ｂ
が、非会合部（ａ）内において肌表面に密着しやすくなる。
【００８０】
　また、Ｈｍａｘが最大となる個所における前記対向角度θの上限は１２０度程度である
。この角度であれば、隆起部３１が膣口に密着しやすい。また対向角度θの上限が１２０
度程度であれば、頂部３１ａが非会合部（ａ）内に入り込んだ状態で、非会合部（ａ）の
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肌内面で上方側壁部３１ｂ，３１ｂが互いに接近するように変形しやすくなって、隆起部
３１が非会合部（ａ）内に入り込んだ状態を維持しやすい。
【００８１】
　また、隆起部３１のＨｍａｘが最大となる個所を中心として、横方向から１０×１０ｍ
ｍで２ｋｇの荷重を３０秒間与えて上方側壁部３１ｂどうしおよび側部弾性部材３５どう
しを密着させ、その後に荷重を除去したときに、前記対向角度θが２０度以上に回復する
ことが好ましく、さらに３０度以上に回復することが好ましい。このような回復力を有す
ることにより、隆起部３１が非会合部（ａ）内で横方向から圧迫され、その後に非会合部
（ａ）の肌どうしが開いたとしても、上方側壁部３１ｂが非会合部（ａ）内において肌に
密着した状態を維持しやすくなる。
【００８２】
　前記生理用ナプキン１を使用するときには、ナプキン本体２の着衣側表面に設けられた
感圧接着剤層１１を下着の内面に接着する。また、折り返しフラップ部７，７を下着のク
ロッチ部の両側縁部から外面に向けて折り返し、折り返しフラップ部７，７の着衣側表面
に設けられた感圧接着剤層をクロッチ部の外面に接着する。また後方フラップ部８，８の
着衣側表面に設けられた感圧接着剤層を下着の後身頃の下部内面に接着する。
【００８３】
　使用者が前記生理用ナプキン１を下着に固着するときには、折り返しフラップ部７，７
の中心位置（前記膣対向基準線Ｘ１）を位置決めの目安とし、前記中心位置がほぼ膣口の
前後方向での中心部に一致するように着用される。
【００８４】
　図５は、前記生理用ナプキン１が女性の身体５０の股間部から臀部にかけて装着された
状態を示している。図５では、身体５０の膣口位置を符号５１で示し、肛門位置を符号５
２で示し、尾てい骨位置を符号５３で示している。女性の身体５０は、肛門位置５２付近
から尾てい骨位置５３までの範囲内に臀裂が形成されている。
【００８５】
　生理用ナプキン１は、中央弾性部材３４の前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂとの間
で弾性収縮力が作用し、ナプキン本体２は、前記前方接続点３４ａと後方接続点３４ｂと
が互いに接近して、肌側表面が窪むように変形する。
【００８６】
　前記隆起部３１は、中央弾性部材３４と側方弾性部材３５、および軟質な第１の液透過
性シート２３ａと第２の液透過性シート２３ｂで形成され、さらに隆起部３１の内部が空
洞であるために、その断面形状が、股間部の溝の形状および臀裂の形状に対応して自由に
変形できる。
【００８７】
　隆起部３１は、立ち上がり寸法が最大値Ｈｍａｘとなる位置が、肛門位置５２または肛
門位置５２よりもやや後方に対向する。膣口位置５１およびそれよりも前方に当たる部分
では、隆起部３１の立ち上がり寸法が比較的低く、隆起部３１の上方側壁部３１ｂ，３１
ｂが左右に広がりを有している。そのため、隆起部３１は膣口およびその周辺に対し、ナ
プキン本体２の方向へやや押しつぶされた状態で密着できる。
【００８８】
　身体５０の肛門位置５２やそれよりも後方位置では、図６に示すように、隆起部３１の
頂部３１ａが臀裂部内に入り込み、上方側壁部３１ｂ，３１ｂが非会合部（ａ）内に入り
込んで、上方側壁部３１ｂが非会合部（ａ）内において肌に密着しやすくなる。さらに、
隆起部３１の頂部３１ａに設けられた中央弾性部材３４の張力により、頂部３１ａが会合
部（ｂ）内に入り込むことも可能となる。
【００８９】
　すなわち、隆起部３１は幅寸法Ｗ２の狭い頂部３１ａと、この頂部３１ａにおいて折り
曲げられて、ナプキン本体２に向かうにしたがって対向間隔が徐々に広くなる傾斜壁とな
る上方側壁部３１ｂ，３１ｂで形成された拡開部を有し、さらに隆起部３１の内部は実質
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的に空洞であるため、図６に示すように、隆起部３１は身体の溝の内部において溝の形状
の変動に追従して変形し、溝内に常に密着しやすくなる。
【００９０】
　膣口から出た経血は、前記液透過性シート２３ａ，２３ｂの繊維間を自重で通過し、そ
の下に位置する液吸収層２２の親水力によって速やかに吸収保持される。就寝時などにお
いて、膣口から後方へ流れようとする経血は、まず肛門位置５２に密着している隆起部３
１によって捕捉され、さらに臀裂部５４に沿って後方へ移行しようとする経血も、臀裂部
５４に密着している前記隆起部３１によって捕捉される。前記隆起部３１に与えられた経
血は、この隆起部３１を形成している液透過性シート２３ａ，２３ｂを通過しまたは前記
液透過性シート２３ａ，２３ｂを伝わってナプキン本体２の肌側表面に移行し、液吸収層
２２によって速やかに吸収されて保持される。したがって、経血は臀部方向において生理
用ナプキン１の外部に洩れ出にくくなる。
【００９１】
　次に、本発明の生理用ナプキンの他の実施の形態を説明する。
　以下の各実施の形態において、ナプキン本体や表面構成要素および隆起部の好ましい寸
法や物性の好ましい範囲は、いずれも第１の実施の形態と同じであるため、詳細な説明は
省略する。
【００９２】
　図９は本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキン１０１を示すものであり、図４に相
当する断面図である。
【００９３】
　第２の実施の形態の生理用ナプキン１０１の表面構成要素１０３は、第１の液透過性シ
ート２３ａと第２の液透過性シート２３ｂとを有し、第１の液透過性シート２３ａと第２
の液透過性シート２３ｂとの間に、２本の中央弾性部材３４および、２本の側部弾性部材
３５が接着されて設けられている。中央弾性部材３４の前方接続点３４ａと後方接続点３
４ｂ、およびそれぞれの側部弾性部材３５の前方接続点３５ａと後方接続点３５ｂの位置
は、図２に示した第１の実施の形態と同じである。
【００９４】
　この実施の形態の表面構成要素１０３は、側部弾性部材３５の前方接続点３５ａと後方
接続点３５ｂとの間に形成される隆起部１３１の少なくとも一部が、ナプキン本体１０２
の肌側表面において自由に動けるように分離されている。すなわち、ナプキン本体１０２
において液吸収層２２を覆っている表面シート１２３と、表面構成要素１０３を構成する
表面シート２３とは別体のものとして構成されている。また、表面構成要素１０３は、前
方接続点３５ａよりも前方の位置、および後方接続点３５ｂよりも後方において、平坦に
折り畳まれてナプキン本体１０２の肌側表面に接合されている。
【００９５】
　表面構成要素１０３により形成された隆起部１３１は、中央弾性部材３４が設けられた
頂部１３１ａと、中央弾性部材３４と側部弾性部材３５との間に形成された上方側壁部１
３１ｂ，１３１ｂを有している。上方側壁部１３１ｂ，１３１ｂは、前記頂部１３１ａか
らナプキン本体１０２の肌側表面に向けて延び、横方向の間隔が徐々に広がるように傾斜
している。また側部弾性部材３５の下側には、ナプキン本体１０２に向かうにしたがって
その対向間隔が徐々に狭くなる下方側壁部１３１ｃ，１３１ｃが設けられている。そして
、隆起部１３１の下部において、表面シート２３の縁部どうしが接合され、この接合部に
下部弾性部材３６が設けられている。この下部弾性部材３６は縦方向に延び、両端部がナ
プキン本体１０２の肌側表面に固定されている。下部弾性部材３６の張力は、中央弾性部
材３４および側部弾性部材３５の張力よりも小さく設定されている。
【００９６】
　第２の実施の形態の生理用ナプキン１０１では、隆起部１３１が身体の臀裂部内に入り
込んだ状態で、身体と下着とが位置ずれし、下着に固着されたナプキン本体１０２が左右
両側に動いたとしても、隆起部１３１が臀裂部内に入り込んだ状態を維持できる。よって
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寝返りなどによって下着がずれたとしても、臀裂に沿って後方へ移行しようとする経血の
洩れを防止しやすくなる。
【００９７】
　図１０は本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキン２０１を示している。
　この生理用ナプキン２０１のナプキン本体１０２は、前記図９に示した第２の実施の形
態と同じものである。この実施の形態の表面構成要素２０３は、１枚の液透過性シートで
ある表面シート２２３が折り畳まれて構成されている。そして、表面シート２２３には、
中央弾性部材３４と側部弾性部材３５が設けられている。側部弾性部材３５の前方接続点
３５ａと後方接続点３５ｂとの間に形成された隆起部２３１の少なくとも一部が、ナプキ
ン本体１０２の肌側表面において分離されて、独立して動くことができるように構成され
ている。
【００９８】
　隆起部２３１は、断面形状が逆Ｖの字形状であり、１本の中央弾性部材３４が設けられ
た頂部２３１ａと、中央弾性部材３４とそれぞれの側部弾性部材３５との間に形成された
傾斜側面である側壁部２３１ｂ，２３１ｂが形成されている。
【００９９】
　前記側壁部２３１ｂ，２３１ｂは前記実施の形態と同様の対向角度θを有しており、非
会合部（ａ）の肌内面に密着でき、さらに会合部（ｂ）内に入り込みやすくなっている。
【０１００】
　図１１以下は隆起部のさらに他の構造を示している、図示されている隆起部以外の部分
の構造は前記第１の実施の形態または第２の実施の形態と同じであり、さらに第３の実施
の形態と同じ構造とすることも可能である。
【０１０１】
　図１１（Ａ）に示す実施の形態では、中央弾性部材３３４と側部弾性部材３３５が、共
に弾性糸で形成されているが、中央弾性部材３３４の断面積が側部弾性部材３３５の断面
積よりも太くなっている。中央弾性部材３３４を太くすることにより隆起部３３１の頂部
３３１ａの幅寸法Ｗ２を１～３ｍｍの適度なものにでき、会合部（ｂ）内に入り込みやす
く、しかも肌に刺激を与えないものとして構成できる。
【０１０２】
　図１１（Ｂ）に示す実施の形態は、中央弾性部材４３４が、幅寸法が厚み寸法よりも大
きい弾性帯によって形成されている。この弾性帯は、ポリウレタンやポリエチレン、合成
ゴムなどの弾性樹脂で形成したフィルム、または前記フィルムと、ポリエチレンやポリプ
ロピレンあるいはポリエステルなどの繊維から成る不織布とを、熱エンボス加工などによ
って一体化させた複合素材である。あるいは、前記弾性樹脂を紡糸した弾性樹脂糸で形成
された不織布、あるいは弾性樹脂糸と前記の他の繊維とから構成された不織布などである
。中央弾性部材４３４が弾性帯で形成されているため、隆起部４３１の頂部４３１ａの幅
寸法Ｗ２を前記のように適度な大きさに設定しやすくなる。
【０１０３】
　図１１（Ａ）（Ｂ）に示す実施の形態においては、中央弾性部材３３４または４３４と
、個々の側部弾性部材３３５または４３５との張力を同じに設定することが好ましいが、
中央弾性部材３３４または４３４の張力を、個々の側部弾性部材３３５または４３５の張
力よりも高く設定することも可能である。
【０１０４】
　図１２（Ａ）に示す参考例では、隆起部５３１が、第１の液透過性シート２３ａと第２
の液透過性シート２３ｂとが重ねられた表面シート２３で形成されている。頂部５３１ａ
には中央弾性部材３４が設けられているが、側部弾性部材が設けられていない。ただし、
下方側壁部５３１ｃ，５３１ｃでは、第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過性シー
ト２３ｂとの間に、補強シート５３５が介在している。この隆起部５３１では、中央弾性
部材３４が設けられた頂部５３１ａと、上方側壁部５３１ｂ，５３１ｂとの間に剛性差が
設けられているのみならず、上方側壁部５３１ｂ，５３１ｂと、下方側壁部５３１ｃ，５
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３１ｃとで、その境界部に剛性差が生じるため、側部弾性部材を有していなくても、上方
側壁部５３１ｂ，５３１ｂの対向角度を前記θの値に維持しやすくなる。
【０１０５】
　図１２（Ｂ）に示す参考例では、隆起部６３１が、第１の液透過性シート２３ａと第２
の液透過性シート２３ｂとが接合された表面シート２３で形成されて、頂部６３１ａに中
央弾性部材３４が設けられている。また、側部弾性部材は設けられていない。そして、上
方側壁部６３１ｂにおいて、第１の液透過性シート２３ａと第２の液透過性シート２３ｂ
との間に、補強シート５３５が介在している。その結果、上方側壁部６３１ｂと下方側壁
部６３１ｃとが、その境界部で剛性差を持つようになる。
【０１０６】
　あるいは、上方側壁部６３１ｂ，６３１ｂに補強シート５３５を設け、下方側壁部６３
１ｃ，６３１ｃには補強シートを設けない構成において、頂部６３１ａに中央弾性部材３
４を設けない構成とすることも可能である。頂部６３１ａに中央弾性部材３４を設けない
と、頂部６３１ａと上方側壁部６３１ｂ，６３１ｂとの間に剛性差が形成され、上方側壁
部６３１ｂ，６３１ｂが頂部６３１ａにおいて折り曲がりやすくなり、上方側壁部６３１
ｂ，６３１ｂにより、前記角度θを有する拡開部を形成できるようになる。
【０１０７】
　前記補強シート５３５は、好ましくは親水性であり、例えばパルプをバインダーで固定
したエアーレイドパルプ不織布、前記パルプにレーヨンを混在させたエアーレイドパルプ
不織布、あるいはパルプを積層して圧縮したパルプシートなどで構成される。
【０１０８】
　図１３（Ａ）に示す実施の形態では、隆起部７３１に中央弾性部材と側部弾性部材が設
けられていない。隆起部７３１は、表面シート２３と、図１２に示したのと同じ親水性の
補強シート５３５とが積層されて構成されている。そして、頂部７３１ａにおいて、表面
シート２３と補強シート５３５とが、縦方向中心線Ｏｙに沿って連続する溶着線、または
間欠的に配列した溶着部によって圧接されて融着されている。同様に、上方側壁部７３１
ｂと下方側壁部７３１ｃとの境界部７３５においても、同様に溶着部が形成されている。
【０１０９】
　その結果、頂部７３１ａと上方側壁部７３１ｂとの間に剛性差が設けられ、境界部７３
５と、上方側壁部７３１ｂおよび下方側壁部７３１ｃとの間にも剛性差が設けられている
。前記剛性差を設けることによって、上方側壁部７３１ｂと上方側壁部７３１ｂとが頂部
７３１ａを境として折り曲げられ、上方側壁部７３１ｂと上方側壁部７３１ｂとが、前記
対向角度θを維持できるようになる。
【０１１０】
　なお、前記頂部７３１ａおよび境界部７３５では、表面シート２３と補強シート５３５
とを単に加圧加工しただけであっても良いし、さらには前記頂部７３１ａおよび境界部７
３５にミシン目のような穴を縦方向に間欠的に形成して前記剛性差を持たせてもよい。
【０１１１】
　図１３（Ｂ）に示す実施の形態は、隆起部８３１が、前記補強シート５３５のみで形成
されており、好ましくはエアーレイド不織布で形成されている。そして、頂部８３１ａと
境界部８３５に、溶着部、圧縮部、またはミシン目などが形成されて、剛性差が持たされ
ている。
【０１１２】
　また、図１３（Ａ）（Ｂ）に示す実施の形態においても、中央弾性部材と側部弾性部材
の双方が設けられている。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態の生理用ナプキンの自由状態を示す斜視図、
【図２】前記第１の実施の形態の生理用ナプキンを平面状に展開した状態を肌側表面から
示す平面図、
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【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図、
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線の断面図、
【図５】前記生理用ナプキンが身体に装着された状態を示す縦断面図、
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線の断面図、
【図７】前記生理用ナプキンの隆起部に設けられた弾性収縮部材の弾性収縮力を測定する
方法の説明図、
【図８】隆起部が身体の溝内に入り込んだ状態を示す説明図、
【図９】本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキンを示す断面図、
【図１０】本発明の第３の実施の形態の生理用ナプキンを示す断面図、
【図１１】（Ａ）（Ｂ）は隆起部の他の実施の形態をそれぞれ示す部分断面図、
【図１２】（Ａ）（Ｂ）は隆起部の参考例をそれぞれ示す部分断面図、
【図１３】（Ａ）（Ｂ）は隆起部の他の実施の形態をそれぞれ示す部分断面図、
【符号の説明】
【０１１４】
１　生理用ナプキン
２　ナプキン本体
３　表面構成要素
２１　裏面シート
２２　液吸収層
２３　表面シート
２３ａ　第１の液透過性シート
２３ｂ　第２の液透過性シート
３１　隆起部
３１ａ　頂部
３１ｂ　上方側壁部
３１ｃ　下方側壁部
３２　前方扁平部
３３　後方扁平部
３４　中央弾性部材
３４ａ　前方接続点
３４ｂ　後方接続点
３５　側部弾性部材
３５ａ　前方接続点
３５ｂ　後方接続点
５０　身体
５１　膣口位置
５２　肛門位置
５３　尾てい骨位置
Ｘ１　膣対向基準線
Ｘ２　肛門対向基準線
Ｘ３　尾てい骨対向基準線
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